令和7年国勢調査を実施します国勢調査について
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国勢調査は、令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯（外国人住民も含む）を対象とする国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。
国勢調査から得られるさまざまな統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
調査方法について



9月中旬頃に調査員が各世帯にお伺いします。
対面の上で、調査票などの調査書類一式を配布します。
回答方法について


・インターネットによる回答
・紙の調査票による回答（郵送または調査員による回収）
期間中いつでも回答できる、簡単で便利なインターネット回答を
是非ご利用ください。
ご不明な点等ございましたら、下記へお問い合わせください
問い合わせ　企画空港課　直通TEL（８４）－１２７９
                                             [image: ]　　　総務省統計局：国勢調査QRコード
裏面あり

かたり調査にご注意ください！



「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。特に以下のようなことを調査員や市区町村職員が国勢調査の目的で行うことはありませんので、ご注意ください。
[bookmark: _GoBack]・銀行のキャッシュカードを預かることや、口座の暗証番号をお尋ねすることはありません。
・マイナンバーをお尋ねすることはありません。
・国勢調査のために金品を要求することや還付金が発生することはありません。
※調査員は総務大臣により任命される非常勤の国家公務員であり、調査活動中は総務省統計局長発行の「調査員証」を携行しています。

●正確な調査を行うため、町民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。
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